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秋田県同行援護従業者養成研修受講補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第 1条 秋田県同行援護従業者養成研修受講補助金（以下「補助金」という。）は、秋田県内にお

ける視覚障害者への支援体制の強化を目的とし、秋田県内の障害福祉サービス（障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「総合支

援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービスをいう。）において質の高い従業者

の確保及び障害福祉サービス等の質の向上に資するため、障害福祉サービス事業所従業者が受

講する同行援護従業者養成研修の受講料について、予算の範囲内において補助金を交付するも

のとし、その交付に関しては、秋田県財務規則（昭和３９年秋田県規則第４号。以下「財務規

則」という。）及び秋田県健康福祉部障害福祉課関係補助金等交付要綱に規定するもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象研修） 

第２条 補助金の交付対象となる研修は、同行援護従業者養成研修（指定居宅介護の提供に当た

る者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等（平成１８年厚生労働省告示第

５３８号）第１条第６号に規定する研修をいう。）の一般課程（以下「養成研修」という。）と

する。 

 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げるものとする。 

（１） 次のアからオまでのいずれにも該当する総合支援法第２９条第１項の規定による指定を

受けた同法第２１条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業所（同法第５条第４項に規

定する同行援護を行うものに限る。以下「同行援護事業所」という。）の設置者 

   ア 前条に規定する養成研修を修了し、当該同行援護事業所に勤務する従業者（以下「養

成研修修了者」という。）の修了した養成研修に係る受講料の額の１０分の１０の額を負

担していること。 

   イ 養成研修修了者が受講した養成研修の修了日が令和８年４月１日から令和９年２月１ 

 日までの期間内であること。 

ウ 養成研修修了者が申請日から以後１年間以上、秋田県内の同行援護事業所で働き続け

る意欲のある者であること。 

エ 養成研修修了者が秋田県暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員でないこと。 

オ この補助金の交付と対象費用を重複して、他の法律又は予算に基づく国及び地方公共

団体の負担又は補助を受けていないこと。 

（２） 次のアからエまでのいずれにも該当する者 

   ア 前条に規定する養成研修の修了日が令和８年４月１日から令和９年２月１日までの期 

 間内であること。 

   イ 申請日から以後１年間以上、秋田県内の同行援護事業所で働き続ける意欲があること。 

   ウ 秋田県暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員でないこと。 

   エ この補助金の交付と対象費用を重複して、他の法律又は予算に基づく国及び地方公共
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団体の負担又は補助を受けていないこと。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条の交付対象者が支払っ

た第２条に規定する補助対象研修の受講料（教材費及び実習費を含む。）とする。 

 

（補助金の額及び限度額） 

第５条 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。 
 

補助金の額及び限度額 

補助金の額 受講料の２分の 1 

限度額 ３万円 

   なお、上記の交付額に１円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金交付の申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の各号に掲げる申請

書類一式を秋田県知事（以下「知事」という。）に提出し、交付申請及び実績報告を行うものと

する。 

（１）秋田県同行援護従業者養成研修受講補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号） 

（２）第２条に規定する補助対象研修を修了したことを証する書類（修了証明書）の写し 

（３）第４条に規定する補助対象経費の支払を証する書類等の写し 

（４）誓約書兼同意書（様式第２号） 

（５）雇用証明書（様式第３号） 

（６）請求書（様式第４号） 

（７）振込先口座が確認できる通帳の写し等 

（８）その他知事が必要と認める書類 

 

（交付決定及び額の確定） 

第７条 知事は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付する

ことが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、秋田県同行援護従業者養成研修受講補助

金等交付決定通知書（様式第５号）により、申請者に通知するものとする。 

  なお、財務規則第２５６条の規定による額の確定は、交付決定により代えるものとする。 

 

（不交付決定通知） 

第８条 知事は、前条の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当と認められない場

合は、秋田県同行援護従業者養成研修受講補助金不交付決定通知書（様式第６号）により、申

請者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第９条 知事は、第７条の規定による交付の決定をしたときは、速やかに補助金の交付をするも
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のとする。 

 

（交付決定の取消し及び返還命令） 

第１０条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、秋田県同行援護従業者養成研修受講

補助金交付決定取消通知書（様式第７号）により、交付決定の全部又は一部を取り消すことが

できる。 

（１）提出書類の記載事項に虚偽があるとき。 

（２）申請時に誓約した内容に違反したとき。 

２ 知事は、前項の規定により、交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に

対する補助金が交付されているときは、秋田県同行援護従業者養成研修受講補助金返還命令書

（様式第８号）により、当該交付決定者に対し期限を定めて、返還を命ずるものとする。 

 

（報告及び検査） 

第１１条 知事は、前条第１項各号についての疑義が生じたときは、補助金を交付した者に対し、

報告の聴取又は立入検査を行うことができる。 

 

（手続きの一部省略） 

第１２条 この補助金は、財務規則第２６３条の規定による手続きの一部を省略できるものとし、

手続きを省略できる書類は財務規則第２５３条の補助事業等遂行状況報告書とする。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年７月１日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 


